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１　

は
じ
め
に

Ａ
が
、
Ｂ
を
代
理
し
て
Ａ
と
契
約
す
る
場
合
（
自

己
契
約
）、
Ｂ
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

ま
た
、
Ａ
が
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
代
理
し
て
契
約
す
る
場

合
（
双
方
代
理
）、
Ｂ
又
は
Ｃ
の
利
益
が
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
法
は
、
第

１
０
８
条
本
文
で
、「
同
一
の
法
律
行
為
に
つ
い
て

は
、
相
手
方
の
代
理
人
と
な
り
、
又
は
当
事
者
双
方

の
代
理
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
、
第

１
１
３
条
１
項
で
、
こ
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は

無
権
代
理
と
な
り
、「
代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
他

人
の
代
理
人
と
し
て
し
た
契
約
は
、
本
人
が
そ
の
追

認
を
し
な
け
れ
ば
、
本
人
に
対
し
て
そ
の
効
力
を
生

じ
な
い
。」
と
し
、
第
１
１
６
条
本
文
で
、
本
人
が

無
権
代
理
の
追
認
を
し
た
場
合
は
、「
追
認
は
、
別

段
の
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
契
約
の
時
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。」
と
定
め
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
は
法
人
で
あ
り
（
地
方
自
治
法
第

２
条
第
１
項
）、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
（
中
略
）
代
表
す
る
」（
地

方
自
治
法
第
１
４
７
条
）
と
こ
ろ
、
地
方
公
共
団
体

の
買
収
予
定
地
に
長
個
人
の
所
有
地
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
、
長
が
、
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
長

個
人
と
契
約
し
た
り
（
自
己
契
約
）、
長
が
外
郭
団

体
の
理
事
長
で
あ
る
場
合
に
、
長
が
、
地
方
公
共
団

体
及
び
外
郭
団
体
の
双
方
を
代
表
し
て
契
約
す
る

（
双
方
代
理
）
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本

稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
と
民
法
第
１
０
８
条
及

び
同
法
第
１
１
６
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
判
示
し
た
最

高
裁
平
成
16
年
７
月
13
日
判
決
を
取
り
上
げ
た
い
。

２　

事
案
の
概
要

（
１
）
昭
和
61
年
12
月
26
日
、
世
界
デ
ザ
イ
ン
博
覧

会
（
名
古
屋
市
の
市
制
百
周
年
事
業
。
以
下
「
デ

ザ
イ
ン
博
」
と
い
う
。）
の
準
備
及
び
開
催
運
営

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
存
続
期
間
を
同
65
年

３
月
31
日
ま
で
と
し
て
財
団
法
人
世
界
デ
ザ
イ
ン

博
覧
会
協
会
（
以
下
「
本
件
協
会
」
と
い
う
。）

が
設
立
さ
れ
た
。

本
件
協
会
の
会
長
（
理
事
）
に
は
市
長
Ｙ
が
、

副
会
長
（
理
事
）
に
は
助
役
が
、
監
事
に
は
収
入

役
が
、
専
務
理
事
及
び
常
務
理
事
に
は
市
幹
部
職

員
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
、
事
務
局
も
市
職
員
を
中

心
に
構
成
さ
れ
た
。
本
件
協
会
の
寄
附
行
為
に
よ

る
と
、
Ｙ
が
会
長
と
し
て
本
件
協
会
を
代
表
す
る

権
限
を
有
し
、
本
件
協
会
の
運
営
に
関
す
る
重
要

地
方
公
共
団
体
の
契
約
に
お
け
る
双
方
代
理

弁
護
士

羽
根
　
一
成

重
要
判
例
に
学
ぶ

地
方
自
治
の
知
識

地
方
公
共
団
体
の
契
約
に
お
け
る
双
方
代
理　

デ
ザ
イ
ン
博
事
件

最
高
裁
平
成
16
年
７
月
13
日
判
決
（
判
例
時
報
１
８
７
２
号
32
頁
）
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な
事
項
は
理
事
会
に
お
い
て
決
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
。

（
２
）
平
成
元
年
９
月
こ
ろ
、
全
会
期
中
の
デ
ザ
イ

ン
博
の
入
場
者
数
総
計
が
当
初
見
込
ん
で
い
た
数

に
達
し
な
い
状
況
と
な
り
、
入
場
料
収
入
等
だ
け

で
は
デ
ザ
イ
ン
博
の
開
催
運
営
経
費
を
賄
い
き
れ

な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

本
件
協
会
の
収
支
が
赤
字
と
な
る
こ
と
を
回
避

す
る
た
め
に
、
市
は
、
平
成
元
年
11
月
27
日
か
ら

同
２
年
２
月
15
日
に
か
け
て
、
本
件
協
会
か
ら
、

本
件
協
会
が
デ
ザ
イ
ン
博
で
使
用
し
た
施
設
及
び

物
品
を
代
金
総
額
10
億
３
６
３
１
万
９
３
２
４
円

で
買
い
受
け
た
。
上
記
買
受
け
に
際
し
て
締
結
さ

れ
た
契
約
（
以
下
「
本
件
各
契
約
」
と
い
う
。）

は
50
件
あ
る
。

本
件
各
契
約
（
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。）
の
う
ち
契
約
金
額
が
２
０
０
万
円
を
超
え

る
も
の
に
つ
い
て
は
契
約
書
が
作
成
さ
れ
、
い
ず

れ
も
Ｙ
が
、
市
長
と
し
て
市
を
代
表
す
る
と
同
時

に
本
件
協
会
の
会
長
と
し
て
本
件
協
会
を
代
表
し

て
契
約
を
締
結
す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
平
成
２
年
３
月
22
日
に
開
催
さ
れ
た
市
議
会

の
市
制
百
周
年
記
念
事
業
促
進
特
別
委
員
会
に
お

い
て
、本
件
各
契
約
に
関
す
る
議
論
が
さ
れ
た
後
、

同
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
事
件
の
審
査
を
終
了
す

る
こ
と
が
議
決
さ
れ
、
同
月
26
日
に
開
か
れ
た
本

会
議
に
お
い
て
も
、
そ
の
旨
議
決
さ
れ
た
。

市
議
会
に
お
け
る
平
成
２
年
度
一
般
会
計
予
算

の
審
議
に
際
し
て
、
同
予
算
に
は
本
件
各
契
約
に

よ
っ
て
市
が
取
得
し
た
物
品
の
活
用
の
た
め
の
予

算
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
平
成
２
年
３
月
15
日
に

開
か
れ
た
市
議
会
の
総
務
民
生
委
員
会
に
お
い

て
、
本
件
各
契
約
に
関
す
る
質
疑
が
さ
れ
た
後
、

同
予
算
の
う
ち
同
委
員
会
関
係
部
分
を
可
決
す
る

旨
の
議
決
が
さ
れ
、
同
月
20
日
に
開
か
れ
た
本
会

議
に
お
い
て
、
同
予
算
が
可
決
さ
れ
た
。

市
議
会
の
一
般
会
計
等
決
算
特
別
委
員
会
に
お

い
て
、
平
成
元
年
度
の
決
算
を
認
定
す
る
こ
と
が

議
決
さ
れ
、
平
成
２
年
12
月
18
日
に
開
か
れ
た
本

会
議
に
お
い
て
、同
決
算
が
認
定
さ
れ
た
。
ま
た
、

平
成
２
年
３
月
29
日
に
開
か
れ
た
本
件
協
会
の
第

13
回
理
事
会
に
お
い
て
、
本
件
各
契
約
に
よ
る
収

入
を
含
む
平
成
元
年
度
の
収
支
決
算
書
が
議
題
と

さ
れ
、
同
収
支
決
算
書
が
承
認
さ
れ
た
。

（
４
）
住
民
Ｘ
は
、
本
件
各
契
約
が
、
双
方
代
理
禁

止
規
定
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

無
効
で
あ
る
等
と
し
て
、
地
方
自
治
法
（
平
成
14

年
改
正
前
の
も
の
）
第
２
４
２
条
の
２
第
１
項
第

４
号
に
基
づ
き
、
市
に
代
位
し
て
、
Ｙ
等
に
対
し
、

代
決
者
に
よ
る
違
法
な
契
約
の
締
結
を
阻
止
す
べ

き
指
揮
監
督
上
の
義
務
を
怠
り
こ
れ
を
締
結
さ
せ

た
な
ど
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
等
の
住
民

訴
訟
を
提
起
し
た
。

（
５
）
原
審
（
名
古
屋
高
裁
平
成
11
年
12
月
27
日
判

決
（
判
例
地
方
自
治
２
０
０
号
23
頁
））
は
、
本

件
各
契
約
（
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）

は
、
民
法
第
１
０
８
条
に
反
す
る
双
方
代
理
行
為

に
よ
り
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
市
議
会
の
追

認
に
よ
り
そ
の
効
果
が
市
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
た
上
、
本
件
各
契
約
の
一
部
に
つ
い
て
裁

量
権
を
逸
脱
、
濫
用
し
て
締
結
さ
れ
た
違
法
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
Ｙ
に
対
す
る
２
億
１
０
０
０	

万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
請
求
等

を
認
容
し
た
。

３　

争
点

（
１
）
長
が
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
行
う
契
約

の
締
結
に
民
法
第
１
０
８
条
の
適
用
な
い
し
類
推

適
用
が
あ
る
の
か
。

（
２
）
適
用
な
い
し
類
推
適
用
が
あ
る
と
し
て
、
民

法
第
１
１
６
条
が
類
推
適
用
さ
れ
議
会
が
追
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

４　

判
旨

（
１
）
争
点
（
１
）
に
つ
い
て

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当
該
普
通
地
方

公
共
団
体
を
代
表
し
て
行
う
契
約
締
結
行
為
で

あ
っ
て
も
、
長
が
相
手
方
を
代
表
又
は
代
理
す
る

こ
と
に
よ
り
、
私
人
間
に
お
け
る
双
方
代
理
行
為

等
に
よ
る
契
約
と
同
様
に
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
が
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あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

が
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
行
う
契

約
の
締
結
に
は
、
民
法
第
１
０
８
条
が
類
推
適
用

さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、（
中
略
）
本

件
各
契
約
（〔
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
〕
を
除

く
。）（
中
略
）〔
は
〕
対
外
的
に
は
い
ず
れ
も
〔
Ｙ
〕

の
名
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
、本
件
各
契
約（〔
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
〕

を
除
く
。）
は
、〔
Ｙ
〕
の
双
方
代
理
行
為
に
よ
り

締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

（
２
）
争
点
（
２
）
に
つ
い
て

「
そ
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
と
と
も
に
相
手

方
を
代
理
な
い
し
代
表
し
て
契
約
を
締
結
し
た
場

合
で
あ
っ
て
も
同
法
第
１
１
６
条
が
類
推
適
用
さ

れ
、
議
会
が
長
に
よ
る
上
記
双
方
代
理
行
為
を
追

認
し
た
と
き
に
は
、
同
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、

議
会
の
意
思
に
沿
っ
て
本
人
で
あ
る
普
通
地
方
公

共
団
体
に
法
律
効
果
が
帰
属
す
る
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。」

「
し
か
し
な
が
ら
、（
中
略
）
市
議
会
は
、〔
Ｙ
〕

を
会
長
と
す
る
〔
本
件
〕
協
会
と
の
間
で
本
件
各

契
約
（〔
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
〕
を
除
く
。）

が
締
結
さ
れ
た
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
、（
中
略
）

審
査
や
議
決
を
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
、本
件
各
契
約（〔
水
道
事
業
に
関
す
る
も
の
〕

を
除
く
。）
を
追
認
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、（
中
略
）〔
本
件
〕
協
会
に
お
い
て
も
同
様

に
追
認
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

（
３
）
藤
田
宙
靖
裁
判
官
の
補
足
意
見

「
私
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
本
件
各
契
約
へ
の
民
法
第
１
０
８
条
の
適
用

な
い
し
類
推
適
用
の
有
無
の
問
題
を
中
心
と
し

て
、若
干
の
補
足
を
行
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

地
方
公
共
団
体
の
締
結
す
る
契
約
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
財
産
管
理
に
関
す
る
民
法
上
の
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
民
法
の
適
用
が

あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く（
※
）、
こ
の
こ

と
は
、
双
方
代
理
に
関
す
る
法
理
に
つ
い
て
も
、

同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
地
方
自
治
法
上
に

何
ら
の
規
定
も
な
い
こ
と
は
、
こ
の
理
を
排
除
す

る
趣
旨
で
は
な
く
、
こ
の
理
の
適
用
を
あ
え
て
排

除
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
趣
旨
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。

も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
契
約
の
相
手
方
と
の
関

係
で
、
果
た
し
て
、
ま
た
ど
の
程
度
の
利
益
相
反

を
現
実
に
認
め
得
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
・
地
方
公

共
団
体
を
問
わ
ず
、
一
般
に
行
政
主
体
は
、
そ
の

政
策
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
自
ら
こ
れ
を
行
う

の
で
な
く
、
独
立
の
法
人
格
を
持
っ
た
別
の
法
主

体
を
創
設
し
て
、
こ
れ
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
両
者
間
の
組
織
上
・

財
政
上
の
関
係
に
は
、
極
め
て
密
な
も
の
か
ら
か

な
り
希
薄
な
も
の
ま
で
、様
々
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
、

そ
の
利
益
相
反
関
係
を
、
一
律
に
、
例
え
ば
、
私

法
上
の
親
会
社
と
子
会
社
と
の
相
互
関
係
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
で
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、
問
題
と
な
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本

件
に
お
け
る
市
と
〔
本
件
〕
協
会
と
の
関
係
も
、

正
に
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件

の
場
合
、
同
協
会
は
、
市
と
は
法
人
格
を
異
に
し
、

ま
た
、
財
政
的
に
も
市
の
み
な
ら
ず
複
数
の
団
体

か
ら
基
本
財
産
の
拠
出
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る

財
団
法
人
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
市
か

ら
は
独
立
性
を
保
っ
て
い
る
も
の
の
、他
方
で
は
、

市
の
市
制
百
周
年
記
念
事
業
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン

博
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
の
行
政
目
的
の

一
翼
を
担
っ
て
い
て
、
そ
の
役
員
も
市
長
・
助
役
・

収
入
役
等
が
就
任
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
、
両

者
は
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
言
葉
を
換
え

て
い
う
と
、
法
人
格
を
異
に
す
る
限
り
両
者
は
法

的
に
同
一
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
限
り
で
相

互
間
に
は
「
距
離
」
が
存
在
し
、ま
た
、こ
の
「
距

離
」
を
キ
ー
プ
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
法
的
手
法

が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
、

本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
法
人

に
つ
き
、
民
法
の
「
双
方
代
理
」
の
法
理
を
も
っ

て
一
律
に
対
処
す
る
の
が
果
た
し
て
妥
当
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
問
題
が
な
い
と
は
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い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
、
上
記

の
意
味
で
の
「
距
離
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、
民

法
第
１
０
８
条
に
直
接
基
づ
く
の
で
な
く
、
そ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
組
織
上
の

実
態
に
即
し
た
、
何
ら
か
の
行
政
法
理
が
考
案
さ

れ
る
可
能
性
は
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
法
理

が
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
現
状
に
お
い

て
、
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
民
法
第
１
０
８
条

の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
を
お
よ
そ
否
定
す
る
こ

と
が
、
適
切
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
た
だ
、
上

記
の
よ
う
な
問
題
の
所
在
を
踏
ま
え
、
そ
の
具
体

的
適
用
、
例
え
ば
、
何
を
も
っ
て
追
認
が
あ
っ
た

と
考
え
得
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
、
事
案

に
即
し
た
柔
軟
な
考
察
を
す
べ
き
場
合
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。」

５　

検
討

（
１
）
類
推
適
用

市
と
本
件
協
会
と
の
間
で
「〔
本
件
〕協
会
が
デ

ザ
イ
ン
博
で
使
用
し
た
施
設
及
び
物
品
を
代
金
総

額
10
億
３
６
３
１
万
９
３
２
４
円
で
買
い
受
け

た
」
の
「
に
際
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
」
は
、
私

法
上
の
契
約
（
売
買
契
約
）
で
あ
り
、
民
法
の
規

定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、
民
法
第
１
０
８
条
が
適

用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
「
類
推
適
用
」
さ
れ
る
と

す
る
の
み
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い

な
い
。

地
方
公
共
団
体
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
売
買
契

約
に
は
民
法
の
売
買
の
規
定
（
民
法
第
５
５
５
条

以
下
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
法
上
の

契
約
に
つ
い
て
は
民
法
が
適
用
さ
れ
る
（
藤
田
裁

判
官
の
補
足
意
見
で
は
、
前
頁（
※
）と
さ
れ
て
い

る
）。
ま
た
、
法
人
の
代
表
に
つ
い
て
は
、
民
法

第
１
０
８
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

規
定
（
会
社
法
第
３
５
６
条
第
２
項
、
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
84
条

第
２
項
）
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、

私
人
間
の
契
約
で
は
な
く
地
方
公
共
団
体
の
契
約

で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
代
理
で
は
な
く
法
人
の

代
表
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
民
法
第
１
０
８

条
が
「
類
推
適
用
」
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
（
そ
の
意
味
で
、「
私
人
間
に
お
け
る
双
方

代
理
行
為
等
に
よ
る
契
約
と
同
様
に
」、「
地
方
公

共
団
体
の
締
結
す
る
契
約
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

財
産
管
理
に
関
す
る
民
法
上
の
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
」
と
い
う
の
は
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
表
現

で
あ
ろ
う
。）。

代
理
人
と
本
人
、（
代
表
）
取
締
役
と
株
式
会

社（
会
社
法
第
３
３
０
条
）、社
員
と
社
団
法
人（
一

般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

第
64
条
）、
評
議
員
と
財
団
法
人
（
一
般
社
団
法
人

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
１
７
２
第

１
項
）
と
の
法
律
関
係
が
い
ず
れ
も
民
法
上
の
委

任
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
長
と
地
方
公
共
団
体

と
の
法
律
関
係
は
公
法
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

代
表
権
も
地
方
自
治
法
第
１
４
７
条
に
基
づ
く
公

法
上
の
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
こ
と
に

着
目
し
て
、
民
法
第
１
０
８
条
が
「
類
推
適
用
」

さ
れ
る
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
民
法
第
１
０
８
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
の
は

「
長
が
地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
場
合
」
と
す

れ
ば
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
判
決
が
こ

れ
に
「
契
約
を
締
結
す
る
場
合
」
を
付
加
し
て
い

る
の
は
、
長
が
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
行
う

の
は
契
約
の
締
結
に
限
ら
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
民
法
第
１
０
８
条
が
類
推
適
用
さ
れ
な

い
と
き
が
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て

は
、
長
が
地
方
公
共
団
体
に
負
う
責
任
を
、
地
方

自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
に
基
づ
く
公
法
上
の
賠

償
責
任
で
は
な
く
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
述
べ
、
こ
こ
で
は
、
長
と
地
方
公
共
団
体

と
の
法
律
関
係
を
民
法
上
の
も
の
で
あ
る
と
解
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
最

高
裁
昭
和
61
年
２
月
27
日
判
決
（
判
例
時
報

１
１
８
６
号
３
頁
））、
こ
の
こ
と
に
は
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
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（
２
）
追
認
議
決

ア　

追
認
権
者

議
会
が
意
思
決
定
機
関
と
し
て
団
体
意
思
を
決

定
す
る
の
は
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
各
号

（
及
び
同
条
第
２
項
に
基
づ
く
条
例
）
に
定
め
る

議
決
事
項
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
事
項

に
つ
い
て
は
、
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
自
己
の

権
限
内
で
自
ら
決
定
し
、
そ
れ
が
団
体
意
思
と
さ

れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
無
権
代
理
の
追

認
は
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
各
号
に
定
め

る
議
決
事
項
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、
議
会
が
無
権
代
理
の
追

認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
み
で
、
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
双
方
代
理
も
無
権
代

理
で
あ
る
か
ら
本
人
が
追
認
す
れ
ば
有
効
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
本
人
で
あ

る
地
方
公
共
団
体
の
団
体
意
思
を
誰
が
決
定
す
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
に
は
、
町
村
総
会
（
地
方
自
治

法
第
94
条
）
を
設
置
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
株

式
会
社
に
お
け
る
株
主
総
会
、
社
団
法
人
に
お
け

る
社
員
総
会
の
よ
う
な
構
成
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

る
機
関
は
存
在
し
な
い
（
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
法
第

１
１
６
条
に
つ
い
て
は「
類
推
適
用
」し
か
な
い
。）。

ま
た
、
無
権
代
理
の
法
律
効
果
を
本
人
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
の
当
否
（「
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
の
有
無
）
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
追
認
の
性
質
上
、
無
権
代

理
行
為
を
し
た
長
自
身
が
自
ら
追
認
で
き
る
と
す

る
こ
と
は
、背
理
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、

ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
い
。

そ
う
す
る
と
、原
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
団
体
と
そ
の
執
行
機
関
と
の
間
に
お
け
る
利
益

相
反
行
為
に
つ
き
、
類
似
の
関
係
に
関
す
る
商
法

第
２
６
５
条
〔
現
在
の
会
社
法
第
３
５
６
条
〕
等
」

及
び「
議
会
は
住
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
と
共
に
、

地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
機
関
と
し
て
基
本

的
、
重
要
な
も
の
を
掌
握
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
こ

と
を
根
拠
と
し
て
、「
そ
れ
は
議
会
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
裁
判
例
で
追
認
議
決
が
認
め
ら
れ

た
も
の
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

①
自
己
契
約
の
追
認
に
つ
き
、
さ
い
た
ま
地
裁
平

成
18
年
２
月
22
日
判
決
（
判
例
地
方
自
治

２
８
１
号
33
頁
）

②
給
与
条
例
主
義
違
反
の
追
認
条
例
に
つ
き
、
大

阪
地
裁
平
成
22
年
９
月
３
日
判
決
（
判
例
地
方

自
治
３
４
９
号
39
頁
）

③
財
産
の
取
得
の
議
決
に
つ
き
、
大
阪
高
裁
平
成

17
年
４
月
27
日
判
決
（
判
例
地
方
自
治
２
７
６

号
67
頁
）

④
適
正
な
対
価
の
な
い
譲
渡
の
追
認
議
決
に
つ

き
、
仙
台
地
裁
平
成
14
年
３
月
28
日
判
決
（
判

例
地
方
自
治
２
３
７
号
40
頁
）

⑤
財
産
の
交
換
の
追
認
議
決
に
つ
き
、
名
古
屋
高

裁
平
成
10
年
12
月
18
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ

１
０
２
７
号
１
５
９
頁
）

⑥
負
担
付
き
贈
与
の
追
認
議
決
に
つ
き
、
奈
良
地

裁
平
成
６
年
３
月
30
日
判
決
（
判
例
地
方
自
治

１
２
９
号
40
頁
）

⑦
上
訴
の
提
起
の
追
認
議
決
に
つ
き
、
仙
台
高
裁

昭
和
49
年
７
月
31
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ

３
１
６
号
２
２
７
頁
）

⑧
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
き
、
仙
台
高
裁
昭
和
49

年
３
月
13
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
３
１
０
号

１
８
８
頁
）

⑨
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
き
、
名
古
屋
高
裁
昭
和

55
年
９
月
16
日
判
決
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
７
５
７
号

１
２
９
頁
）

イ　

追
認
の
内
容

本
判
決
は
、
市
制
百
周
年
記
念
事
業
促
進
特
別

委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
事
件
の
審
査
を
終
了
す
る

議
決
、
予
算
の
議
決
、
決
算
の
承
認
の
議
決
に
お

い
て
、「
市
議
会
は
、〔
Ｙ
〕
を
会
長
と
す
る
〔
本

件
〕
協
会
と
の
間
で
本
件
各
契
約
（〔
水
道
事
業

に
関
す
る
も
の
〕
を
除
く
。）
が
締
結
さ
れ
た
こ

と
を
十
分
認
識
し
て
、（
中
略
）
審
査
や
議
決
を

し
た
」こ
と
を
も
っ
て
、議
会
に
よ
る
追
認
が
あ
っ
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た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
形
式
的
に
追
認
議
決
が
な
く
て
も
、

実
質
的
に
追
認
が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
務
上
見
逃
せ
な
い

判
断
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
評
価
を
伴
う
問
題
で
あ
る
か
ら
（
し

か
も
、
藤
田
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
よ
れ
ば
、
地
方

公
共
団
体
と
契
約
の
相
手
方
と
の
「
距
離
」
の
程
度

に
よ
っ
て
、「
何
を
も
っ
て
追
認
が
あ
っ
た
と
考
え

得
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
関
し
、
事
案
に
即
し
た

柔
軟
な
考
察
を
す
べ
き
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。）、
実
質
的
に
追
認
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き

る
か
ら
、
形
式
的
に
追
認
議
決
は
必
要
な
い
と
い
う

対
応
を
す
る
こ
と
に
は
リ
ス
ク
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

実
務
上
は
、
本
判
決
を
救
済
判
決
と
理
解
し
て
、
形

式
的
に
追
認
議
決
を
得
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
追
認
議
決
を
求
め
る
議
案
書
の
記
載
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
契
約
の
締
結
に
つ
き
追
認
を
求
め
る
件
」「
下
記

の
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
民
法
第
１
１
６
条
の
規

定
に
よ
り
、
追
認
を
求
め
る
。」「
提
案
理
由　

本
件

に
つ
い
て
は
、
○
○
（
市
長
）
を
○
○
（
代
表
者
）

と
す
る
○
○
（
相
手
方
）
と
契
約
を
締
結
し
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
民
法
１
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
、
追

認
を
求
め
る
。」

（
３
）
事
前
対
応

ア　

許
諾
議
決

民
法
第
１
０
８
条
は
、
本
文
で
、「
同
一
の
法

律
行
為
に
つ
い
て
は
、相
手
方
の
代
理
人
と
な
り
、

又
は
当
事
者
双
方
の
代
理
人
と
な
る
こ
と
は
で
き

な
い
。」
と
し
た
う
え
で
、
た
だ
し
書
で
、「
た
だ

し
、（
中
略
）
本
人
が
あ
ら
か
じ
め
許
諾
し
た
行

為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
定
め

て
い
る
。

そ
こ
で
、
事
前
対
応
と
し
て
は
、
契
約
の
締
結

に
先
立
っ
て
、
議
会
の
許
諾
議
決
を
得
て
お
く
こ

と
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
方
法
を
と
る
こ
と
が
本
筋

で
あ
ろ
う
。

な
お
、許
諾
議
決
を
求
め
る
議
案
書
の
記
載
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
契
約
の
締
結
に
つ
き
許
諾
を
求
め
る
件
」「
下

記
の
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
、
民
法
第
１
０
８

条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
許
諾
を
求
め
る
。」

「
提
案
理
由　

本
件
に
つ
い
て
は
、
○
○
（
市
長
）

を
○
○
（
代
表
者
）
と
す
る
○
○
（
相
手
方
）
と

契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
民
法
第

１
０
８
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
許
諾
を
求

め
る
。」

イ　

双
方
代
理
の
回
避

（
ア
）
外
郭
団
体
の
代
表
者

ま
た
、
事
前
対
応
と
し
て
は
、
外
郭
団
体
の
代

表
者
に
長
以
外
の
者
（
例
え
ば
副
市
長
）
を
充
て

る
か
、
少
な
く
と
も
共
同
代
表
と
し
、
長
以
外
の

者
が
外
郭
団
体
を
代
表
し
て
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
に
よ
り
、
双
方
代
理
を
回
避
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

（
イ
）
契
約
締
結
権
限
の
委
任

と
こ
ろ
で
、
地
方
自
治
法
第
１
５
３
条
第
１
項

は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
権
限

に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
そ
の
補
助
機
関
で
あ
る

職
員
に
委
任
〔
す
〕（
中
略
）
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
事
前
対
応
と
し
て
は
、
長
の
契
約
締

結
権
限
（
契
約
締
結
に
お
け
る
代
表
権
）
を
補
助

機
関
で
あ
る
職
員
（
例
え
ば
副
市
長
）
に
委
任
し
、

長
以
外
の
者
が
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
双
方
代
理
を
回
避
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
委
任
を
し
た
と
き
に
は
、「
そ
の
事
務
に

つ
い
て
は
、
受
任
者
が
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
責
任
に

お
い
て
処
理
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
委
任
を
し
た

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
お
い
て
は
自
ら
こ
れ

を
処
理
す
る
権
限
を
失
う
」（
松
本
英
昭
「
新
版

逐
条
地
方
自
治
法　

第
８
次
改
定
版
」５
２
９
頁
）

と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ

れ
」
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
、
こ
の
方
法
を
と
る
こ
と
を
推
奨
す
る
解
説

書
（
自
治
体
契
約
制
度
研
究
会
「
地
方
公
共
団
体
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契
約
実
務
の
要
点
」
６
０
１
頁
、
１
３
０
３
頁
、

１
３
５
１
頁
）
も
あ
る
。

し
か
し
、
長
と
補
助
機
関
の
職
員
と
は
、「
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
そ
の
補
助
機
関
で
あ

る
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。」（
地
方
自
治
法
第

１
５
４
条
）
と
い
う
関
係
に
あ
り
、少
な
く
と
も
、

形
式
上
双
方
代
理
を
回
避
す
る
た
め
に
、
臨
時
的

に
委
任
を
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
の
潜
脱
と

評
価
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な

い
（
自
己
契
約
に
つ
き
、太
田
和
紀
・
橋
本
勇
「
自

治
体
契
約
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
１
７
８
９
頁
」
参
照
）。

最
高
裁
は
、
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
委
任
を
し
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、「
右
委
任
を
受
け
た
吏
員
が

委
任
に
係
る
当
該
財
務
会
計
上
の
行
為
を
処
理
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
長
は
、
右
委
任
を
受
け
た

吏
員
が
委
任
に
係
る
財
務
会
計
上
の
違
法
行
為
を

す
る
こ
と
を
阻
止
す
べ
き
指
揮
監
督
上
の
義
務
」

が
あ
る
と
し
て
お
り
（
最
高
裁
平
成
５
年
２
月
16

日
判
決
（
判
例
時
報
法
第
１
４
５
４
号
41
頁
））、

こ
の
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

県庁の西宮君は、入って5年目の若手技術職員である。
建設部で新人としての勤務を一通り終えて、この4月に現
場に異動となった。東部建設事務所の施設課で、管轄下の
施設の設計工事から維持管理まで担当業務は幅広い。大学
と本庁で学んだ、言わば知識を実践の場にどう適用するか、
正に現場業務の第一歩である。
着任してまず驚いたのは、マニュアルがないことであっ

た。もちろん、工事の標準仕様書であるとか、設計指針な
ど基本的なものはあるし、西宮もそれなりに勉強してある。
しかし、具体的に受注業者をどう指導するか、あるいはど
んなふうに交渉するかといったことを書いた手引書がな
かった。学校で言えば、教科書はあるが、問題集とその解
答がないようなものである。
それでも、確かに、本にはしにくい面もあるだろうから、

そこは先輩たちが指導してくれるだろうと期待した。とこ
ろがそれもない。先輩に聞いても「そんなことを教えられ
るくらいなら、俺も苦労していない」とか「失敗して、泣
かされて、苦労して、一つ一つ経験的に習得するんだ」な
どとにべもない。
西宮は思い余って、課長に相談した。
「心配することはない。山下係長に聞けば、なんでも教
えてくれる。なんてったって、県庁名物の大係長だからね。
実を言えば、我々管理職は２、３年のローテーションで異
動するし、その現場現場の細かいことにタッチする余裕も
ないから、ああいう大係長におんぶに抱っこなんだ。山下
係長は現場精通度ナンバーワンだから、頼りになるし勉強
になるよ。ちょっと癖があるけどね。懐に飛び込むことだ。
昔から、窮鳥懐に入ればなんとやらというでしょう」
ところが、癖があるなんてものではなかった。西宮は当

然、山下係長のところに四六時中仕事がらみの案件につい
てお伺いを立てに行く。山下は、機嫌が悪いとそっぽを向
いて話も聞かない。だから御機嫌具合をはらはらしながら
見守って、良さそうな時に突進する。他の係員たちも同様
に突進してくるから、ぼやぼやしていて順番が遅くなると、
いつ不機嫌になるかわからないからひやひやだ。だから、
ヨーイドンで飛び出して行かなければならない。
昼飯は、必ず麺類で、それも店屋物は金がかかってまず

いという。つまりは、係員が交代で作ってみんなで一堂に

会して会食となる。その茹で方が悪いと極めて不機嫌で午
後は仕事にならない。しかも、調理した職員はしばらく口
もきいてもらえない。
西宮は、茹で方が下手だから調理人グループからいち早
く外されてしまった。
それでも、皆が、管理職までもが一目置いているのは、
仕事の凄さにある。出入りの業者の営業はもちろん技術者、
役員に至るまで出身地から学歴、癖、能力に至るまで熟知
している。本人の技術力は、関連業者がお世辞抜きで引き
抜きたがっているほどだ。
だから、技術上の問題は無論のこと、業者との現場での
もめごとなども相談すればたちどころに片付いてしまう。
これが、県庁の大係長である。
西宮は、そばグループから閉め出されてしかも新参者であ

るから、相談になかなか乗ってもらえず頭を抱えていた。さ
すがに心配になったのか、課長がそっと耳打ちしてくれた。
「山下係長は無類の酒好きだよ」
それとなく探ってみると、どうも毎日飲んで帰るらしい。
昼飯代を節約してまで、飲み代をひねり出しているのだ。
その日から、西宮の飲み屋行脚が始まった。昼休みにな
ると、腹が膨れて上機嫌の山下係長にそれとなく聞く。「今
日はどんな飲み屋に行ったらよいでしょうか？」必ず、山
下は乗ってくる。「俺だったら、1,000円コースだな」つまり、
煮込み１品、焼酎３杯である。あるいは、「500円コースか
な」こうなると、酒屋の店先で樽に座って乾き物で焼酎３
杯である。懐具合がいいと、2,000円や3,000円コースもある。
西宮は、仕事が終わると脱兎のごとく駆け出して、山下
係長の好みのコース通りの飲み屋に席をとる。すぐに、取
れた席数と場所を最古参の職員に電話する。そして、飲み
会。驚いたことに、家庭とか世間とか、ましてや世界情勢
など一言も話さない。ずっと、仕事上の蘊蓄ばかりで、ほ
ぼ一方的に、係長の独壇場である。つまりは、マニュアル
がここにあった。
たぶん西宮はこうして、優れた技術力と交渉術を持った
県庁職員に育っていく。お酒にも強くなるだろう。でも西
宮自身が気付いているように、こういう時代は彼で終わり、
大係長は伝説になり大切な現場の知恵は消えていく。
	 （新戸　拓）

コラム
十任十色
コラム
十任十色

大係長


